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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS B 7607:2024 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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自動捕捉式はかり 

Automatic catchweighing instruments 

 
序文 

この規格は，2006 年に発行された OIML R 51-1 を基とし，自動捕捉式はかりが計量法の特定計量器と

して要求される要件のうち，構造及び性能に関わる技術上の基準，試験の方法などを規定するため，技術

的内容を変更して作成した日本産業規格である。ただし，この規格の適合だけをもって計量法で定める検

定に合格したことにはならない。 

なお，この規格で，附属書 JA～附属書 JF は，対応国際規格にはない事項である。また，側線又は点線

の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を

付けて，附属書 JG に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，個別の物体の質量又はばら状の物体の一塊の質量を計量する自動はかりのうち，自動重量

選別機，質量ラベル貼付機及び計量値付け機であって，検査目量の数が 100 以上のもの（以下，自動捕捉

式はかりという。）に対する性能要件及び試験方法について規定する。ただし，静的計量はかりは除く。 

この規格は，自動捕捉式はかりの計量要件及び技術要件を評価するための統一的な基準及び試験方法を

提供することを意図している。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

OIML R 51-1:2006，Automatic catchweighing instruments. Part 1: Metrological and technical requirements

－Tests（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7611-2 非自動はかり－性能要件及び試験方法－第 2 部：取引又は証明用 

JIS C 60068-2-1 環境試験方法－電気・電子－第 2-1 部：低温（耐寒性）試験方法（試験記号：A） 

JIS C 60068-2-2 環境試験方法－電気・電子－第 2-2 部：高温（耐熱性）試験方法（試験記号：B） 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法－電気・電子－第 2-78 部：高温高湿（定常）試験方法（試験記号：

Cab） 

JIS C 60068-3-1 環境試験方法－電気･電子－第 3-1 部：低温（耐寒性）試験及び高温（耐熱性）試験


